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雇用保険に関するＱ＆Ａ 

 

こちらに記載している内容は一般的な回答になります。自身の金

額がいくらになるか、給付日数は何日になるか、何月何日にハロー

ワークに行けば良いか等の具体的なご質問は、お住いを管轄するハ

ローワークへお問い合わせください。 

Ｑ１ 受給資格 

どのような場合に受給ができますか。 

 

【回答】 

離職日時点６５歳未満の方 

雇用保険（失業等給付）を受給するには、原則、離職の日以前

２年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち、１１日以上

（または８０時間以上）働いた完全な月が１２か月以上必要で

す。倒産、解雇等での離職（特定受給資格者）、その他やむを得

ない理由による離職（特定理由離職者）の場合は、離職の日以前

１年間に雇用保険の被保険者であった期間のうち、１１日以上

（または８０時間以上）働いた完全な月が６か月以上必要となり

ます。 

また、雇用保険（失業等給付）は、就職（週２０時間以上の雇

用）しようとする意思があり、病気やけががなくいつでも就職で

きる能力があり、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず

職業に就けない方へ支給するものです。 

 

離職日時点６５歳以上の方 

離職理由に関わらず、雇用保険（失業等給付）を受給するに

は、原則、離職の日以前１年間に雇用保険の被保険者であった期

間のうち、１１日以上（または８０時間以上）働いた完全な月が

６か月以上必要です。 

また、雇用保険（失業等給付）は、就職（週２０時間以上の雇

用）しようとする意思があり、病気やけががなくいつでも就職で

きる能力があり、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず

職業に就けない方へ支給するものです。 
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Ｑ２ 受給資格 

受給できないのはどのようなケースになりますか。 

 

 

【回答】 

受給資格は前述Ｑ１のとおりですので、加入期間や勤務状況が

満たない方や就職する意思と能力がない方は受給することができ

ません。具体的には、以下のとおりです。 

・病気や怪我、妊娠、介護などですぐに働けない 

・家事や学業に専念する、休養する 

・すでに内定があり就職活動をしない 

・積極的に求職活動を行っていない 

・１週間に２０時間未満の仕事を希望する 

・１週間に２０時間以上の仕事で既に働いている 

（試用期間、パート、アルバイト等含む） 

・雇用保険に入らない働き方を希望している 

（Ｂ型作業所を希望している等） 

・自営をしている、家事・家業の手伝いをしている 

・会社、団体等の役員に就任している    等 
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Ｑ３ 受給の手続き 

雇用保険（失業等給付）を受給するにはどのような手続きが必要

ですか。 

 

 

【回答】 

以下の書類をご準備いただき、離職された方ご本人のお住いを

管轄するハローワークへ来所いただき手続きを行っていただく必

要があります。 

開庁時間は平日の８時３０分から１７時１５分ですが、手続き

に時間を要しますので１６時頃までにはお越しいただきますよう

お願いします。 

手続きに必要な書類は以下のとおりです。 

①離職票－１・２（離職後、事業所から交付を受けるもの。） 

②写真２枚 

（手続きの際に毎回マイナンバーカードを提示される場合

は省略可、離職日時点で６５歳以上で離職された方は１

枚で可） 

   ③本人名義の預金通帳又はキャッシュカード 

④本人・住居所確認書類 

（マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・写

真付き住民基本台帳カードなどのうちいずれか１点） 

   ⑤マイナンバー確認書類の現物 

    （④のマイナンバーを持参していない場合に限る。） 

   ⑥障害者手帳 
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Ｑ４ 受給までの流れ 

受給までの流れはどのようになりますか。 

（離職日時点で６５歳未満・６５歳以上） 

 

 

【回答】 

 離職日時点６５歳未満の方 

受給までの流れは、離職された方ご本人がハローワークへ

手続きを行った日（資格決定日）が起算日となります。 

手続きを行った日から７日間は失業状態を確認する期間（待

期期間）となり支給はありません。待期期間が満了した翌日か

ら支給対象期間となりますが、自己都合で離職された方は、待

期期間が満了した翌日から１か月間の給付制限があり、その期

間が経過してから支給対象期間となります。 

受給手続きを行っていただいた後は、原則４週間に 1回ハロ

ーワークから指定された日（失業認定日）に来所いただき、失

業の認定を行ったうえで認定を受けた日数分の基本手当が支

給されます。 

（次ページの図をご参照ください。） 

 

離職日時点６５歳以上の方 

  受給までの流れは、離職された方ご本人がハローワークへ手

続きを行った日（資格決定日）が起算日となります。 

手続きを行った日から７日間は失業状態を確認する期間（待

期期間）となり支給はありません。待期期間が満了した翌日か

ら支給対象期間となりますが、自己都合で離職された方は、待

期期間が満了した翌日から１か月間の給付制限があり、その期

間が経過してからの支給になります。 

受給手続きを行っていただいた後は、ハローワークから指定

された日（失業認定日）に来所いただき、失業の認定を行った

うえで一時金として高年齢求職者給付金が支給されます。 
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（６５歳未満の方の受給の流れ） 
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Ｑ５ 支給時期 

支給されるのはいつごろになりますか。 

（離職日時点で６５歳未満・６５歳以上） 

 

 

【回答】 

 離職日時点６５歳未満の方 

離職票等を提出した日から、原則として４週間に１回ハロ

ーワークから指定された日（失業認定日）に来所いただき、

失業していることの認定をして支給します。失業認定日から

５営業日以内に指定された口座に入金されます。 

  なお、厚生労働省、労働局、ハローワーク、各金融機関にお

いて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日に

関するお問い合わせにはお答えできません。 

 

 離職日時点６５歳以上の方 

離職票等を提出した日にハローワークが失業認定日を設定

します。失業認定日に失業していることの認定をして支給し

ます。失業認定日から５営業日以内に口座に入金されます。 

   なお、厚生労働省、労働局、ハローワーク、各金融機関にお

いて、個々の受給者の振込日は把握できませんので、入金日

に関するお問い合わせにはお答えできません。 
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Ｑ６ 離職理由 

どれくらいの金額がもらえますか。 

 

 

【回答】 

  １日あたりの給付額（基本手当日額）は、離職票に記載されて

いる離職前６か月間の総支給額（保険料等が控除される前の額。

賞与は除きます。）を基に賃金日額を算定し、その賃金日額の約

４５～８０％が給付額（基本手当日額）となります。 

１日あたりの給付額の概算は下記図を参照いただき、具体的な

金額はハローワークでご確認ください。 
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Ｑ７ 所定給付日数 

雇用保険（失業等給付）は何日分受給できるのでしょうか。 

（離職日時点で６５歳未満・６５歳以上） 

 

 

【回答】 

雇用保険の被保険者であった期間、離職理由、年齢により決ま

ります。下記図を参照ください。 

 

 離職日時点６５歳未満の方 

倒産・解雇等会社都合で離職された方（下記図➂）や障害者

等就職が困難な方（下記図②）は、所定給付日数が手厚くなっ

ています。障害者手帳をお持ちの方は、離職票等を提出される

際に合わせて提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 離職日時点６５歳以上の方 

雇用保険の被保険者期間により決まり、離職理由や手帳の有

無に関わらず３０日と５０日の２通りです。雇用保険の加入期

間や具体的な日数は、ハローワークの窓口にて確認をお願いし

ます。 
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Ｑ８ 受給期間 

手続きはいつまでにすればいいのでしょうか。 

 

 

【回答】 

  離職票が届き次第、速やかにお住いを管轄するハローワークへ

来所し、離職票等を提出のうえお仕事探しの申し込みをしてくだ

さい。離職票を提出した日から手続きが進みますので、提出が遅

れると支給開始もその分遅くなります。 

  雇用保険（失業等給付）を受給できる期間は、原則として離職

日の翌日から１年間（受給期間）となります。この受給期間の間

で所定給付日数を限度として支給を受けることが出来ます。手続

きが遅れたことにより受給期間の間に受給が終わらず所定給付日

数が残っていても支給されませんので、早めに手続きにお越しく

ださい。 

 

 

 

Ｑ９ 国民健康保険の軽減措置 

国民健康保険料の軽減措置は、どのような場合に受けられるの

でしょうか。 

 

 

【回答】 

倒産や解雇等による離職（特定受給資格者）や、雇い止め等に

よる離職（特定理由離職者）された方が対象になります。 

離職票等提出後、後日ハローワークからお渡しする「雇用保険

受給資格者証」の１２欄「離職理由」欄に１１，１２，２１，２

２，２３，３１，３２，３３と記載がある方が対象です。詳しく

は、お住まいの市町村の国民健康保険担当にお尋ねください。 
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Ｑ１０ 受給期間の延長 

病気やけが等の理由で離職し、すぐに働くことができません。 

雇用保険（失業等給付）はどうなるのでしょうか。 

（離職日時点で６５歳未満・６５歳以上） 

 

【回答】 

離職日時点６５歳未満の方 

雇用保険（失業等給付）を受給するためには、就職したいとい

う積極的な意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職

活動を行っているにも関わらず就職できない状態にあることが必

要です。このため、病気やけが等ですぐに働くことができない方

は、雇用保険（失業等給付）を受けることが出来ません。 

雇用保険（失業等給付）を受けることが出来る期間は、離職日

の翌日から１年間となっており、これを受給期間といいます。離

職日時点で６５歳未満で離職された方は、離職日の翌日から１年

以内に３０日以上継続して職業に就くことが出来ない場合は、受

給期間の延長申請を行うことで、最大３年間本来の受給期間１年

に働けない日数を加えることができます。 

延長申請を行っている間は雇用保険（失業等給付）の支給はさ

れず、職業に就くことができるようになった後に受給手続きがで

きます。 

 

離職日時点６５歳以上の方 

離職日時点で６５歳以上の方は延長申請を行うことができず、

本来の受給期限１年間を延長することはできません。 
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Ｑ１１ 配偶者等の扶養 

配偶者等の扶養家族となっているのですが、雇用保険（失業等給

付）を受給することはできるのでしょうか。 

 

 

【回答】 

配偶者等の扶養家族であっても、雇用保険（失業等給付）の要

件を満たしていれば雇用保険（失業等給付）の受給は可能ですが、

雇用保険（失業等給付）の受給する金額によって扶養家族から外

れる場合があります。 

詳しくは、配偶者等ご家族のお勤め先の事業所にお問い合わせ

ください。 

 

 

 

Ｑ１２ 年金との併給 

現在、年金を受給しているのですが、雇用保険（失業等給付）の

受給をすると年金はどうなるのでしょうか。 

 

【回答】 

６５歳未満の場合、雇用保険（失業等給付）を受給するための

手続きをすると併給調整が行われ雇用保険（失業等給付）の支給

を受ける間は、老齢厚生年金・退職共済年金の支給が停止となり

ます。また、雇用保険（失業等給付）の受給が終了した後、年金

の支給が開始されるまで一定の期間がかかります。 

詳しくは、日本年金機構の各年金事務所にお問い合わせくださ

い。 

 

 

 

 

 



 - 12 -

 

Ｑ１３ 再就職 

再就職が決まったらどのような手続きが必要ですか？ 

 

 

【回答】 

ハローワークへ離職票等を提出する前に１週間２０時間以上の

就職が決まった場合、雇用保険（失業等給付）の支給はありませ

んので、手続きは不要です。 

ハローワークへ離職票等を提出した後に１週間２０時間以上の

就職が決まった場合、雇用保険（失業等給付）の支給を終了する

必要がありますので、窓口で手続きをお願いします。 

６５歳未満の方は、離職票等提出した後早期に就職した場合、

要件を満たせば再就職手当が受給できる可能性があります。 

 


